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一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
六
号

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
」
の
下
に
「
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準

（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四

号
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
一
年
度
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
九
千
四
百
三
十
人
」
を
「
九
千
四
百
二
十
九
人
」

に
改
め
る
。



二
頁

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
七
号

平
成
三
十
年
度
に
開
設
し
よ
う
と
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学
の
収
容
定
員
増
及
び
平
成
三
十
一
年
度
に
開
設
し
よ
う

と
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学
の
設
置
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
関
し
、
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等

専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
五
号
）
の
特
例
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

平
成
三
十
年
度
に
開
設
し
よ
う
と
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学
の
収
容
定
員
増
及
び
平
成
三
十
一
年
度
に
開
設
し
よ
う

と
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学
の
設
置
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大

学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

平
成
三
十
年
度
に
開
設
し
よ
う

東
京
都
の
特
別
区
に
所
在
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学
の
収
容
定
員
増
（
次
の
各

と
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学
の

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

収
容
定
員
増
の
認
可
の
申
請
の

一

大
学
又
は
短
期
大
学
の
収
容
定
員
増
に
伴
い
校
舎
等
の
施
設
又
は
設
備
の

場
合

整
備
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
当
該
認



二
頁

可
の
申
請
に
つ
い
て
の
意
思
の
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
が
存

在
し
て
い
る
場
合

二

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可

の
基
準
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

平
成
三
十
一
年
度
に
開
設
し
よ

東
京
都
の
特
別
区
に
所
在
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学
の
設
置
（
次
の
各
号
に
掲

う
と
す
る
大
学
又
は
短
期
大
学

げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

の
設
置
の
認
可
の
申
請
の
場
合

一

大
学
又
は
短
期
大
学
の
設
置
に
伴
い
校
舎
等
の
施
設
又
は
設
備
の
整
備
を

行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
こ
れ
ら
に
係
る

認
可
の
申
請
に
つ
い
て
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
を
刊
行
物
へ
の
掲
載

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

に
よ
っ
て
公
表
し
て
い
る
場
合

二

専
門
職
大
学
又
は
専
門
職
短
期
大
学
の
設
置
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
東
京
都
の
特
別
区
に

設
置
し
て
い
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
係
る
生
徒
総
定
員
を
平
成
三
十
一

年
度
に
減
ず
る
場
合



三
頁

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
表
中
平
成
三
十
一
年
度
に
開
設
し
よ
う
と
す
る
大
学
又
は
短

期
大
学
の
設
置
の
認
可
の
申
請
の
場
合
の
項
の
規
定
（
下
欄
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



平成30年度に開設しようとする大学又は短期大学の収容定員増及び平

成31年度に開設しようとする大学又は短期大学の設置の認可の申請に

対する審査に関し、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置

等に係る認可の基準の特例を定める件 概要

（１）平成３０年度に開設しようとする大学又は短期大学の収容定員増の認可の

申請の場合

東京都の特別区に所在する大学又は短期大学の収容定員増でないことを認

可の基準とする。ただし、次の場合は除く。

① 大学又は短期大学の収容定員増に伴い校舎等の施設又は設備の整備を

行う場合であって、平成２９年６月３０日までに申請についての意思の

決定がなされたことを証する書類が存在している場合

② 地域の医師確保のためのいわゆる医学部の地域枠に係る臨時定員増の

場合

（２）平成３１年度に開設しようとする大学又は短期大学の設置の認可の申請の

場合

東京都の特別区に所在する大学又は短期大学の設置でないことを認可の基

準とする。ただし、次の場合は除く。

① 大学又は短期大学の設置に伴い校舎等の施設又は設備の整備を行う場

合であって、平成２９年９月３０日までに申請についての意思の決定が

なされたことを証する書類を刊行物への掲載、インターネットの利用又

は広く周知を図ることができる方法によって公表している場合

② 東京都の特別区に所在する専修学校の専門課程（専門学校）の総定員

を平成３１年度に減少させ、その減少させた定員を活用して、専門職大

学又は専門職短期大学を設置する場合

（３）施行期日

・ 公布日（平成２９年９月２９日）から施行する。

・ ただし、専門職大学及び専門職短期大学に係る規定は、平成３１年４月

１日から施行する。



東京23区の大学の定員抑制に係る暫定的な対応（平成30～31年度分）について

パブコメ案
（本年８月14日公示）

見直し後の対応

本年９月末時点に対応する内容
有識者会議の最終報告等
を踏まえ対応する内容

抑制
方法

既存の告示（大学設置認可基準）を改正 既存の告示とは別の特例告示を制定

抑制の
対象と
なる
申請

Ａ．平成30年度の収容定員の増
（申請：本年10月）

Ａ．平成30年度の収容定員の増
（申請：本年10月）

―

Ｂ．平成31年度の大学の設置
（申請：本年10月）

Ｂ．平成31年度の大学の設置
（申請：本年10月）

―

Ｃ．平成31年度の学部等の設置、
収容定員の増
（申請：来年３月、６月）

―
Ｃ．平成31年度の学部等の設置、
収容定員の増
（申請：来年３月、６月）

抑制
内容
・
例外
事項

東京23区の大学の収容定員増に関する
申請を認可しない（定員の抑制）。

【抑制の例外事項】
①施設整備等の必要な投資を行う場合で
あって、一定の時期までに機関決定等
を行っている場合
②東京23区所在の専門学校が当該学校の
定員を活用して専門職大学を設置する
場合
③医学部地域枠による臨時定員の増

・パブコメ案と同様の内容

・「地方大学の振興及び若者雇用等
に関する有識者会議」の最終報告、
総合戦略改訂を踏まえ、可能な限
り、立法措置に基づく規制と同内
容（社会人、留学生の例外の追加
等）になるようにする。



- 1 -

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以

第
一
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以

下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
項
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に

下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
項
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に

大
学
院
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以

大
学
院
に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃

止
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
申
請

止
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
申
請

の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令

の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令

第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令

第
二
十
八
号
）
、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令

第
二
十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十

第
二
十
三
号
）
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十

八
号
）
、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）

八
号
）
、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）

、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）

、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）

、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）

、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）

、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号

そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と

）
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三

を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

十
四
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医

師
の
養
成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ

師
の
養
成
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
に
期
間
（
平
成
三
十
六
年
度
ま
で
の
間

い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
に
期
間
（
平
成
三
十
六
年
度
ま
で
の
間

の
年
度
間
に
限
る
。
）
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
こ
の
条

の
年
度
間
に
限
る
。
）
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
こ
の
条



- 2 -

に
お
い
て
「
医
学
部
」
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す

に
お
い
て
「
医
学
部
」
と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す

る
大
学
が
、
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
（

る
大
学
が
、
平
成
二
十
一
年
度
の
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員

こ
の
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
入
学
定
員
等
」
と
い
う
。
）
に
次
の
各

及
び
編
入
学
定
員
（
こ
の
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
入
学
定
員
等
」
と

号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お

い
う
。
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
を
審
査
す
る

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
を
審
査
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
学
則
を
変
更
す
る
年
度
に
お
け
る
全
国
の
大
学
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
学
則
を
変
更
す
る
年
度
に
お
け
る
全
国
の
大
学
の

医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計
数
の
見
込
み
が
九
千
四
百
二
十
九
人

医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計
数
の
見
込
み
が
九
千
四
百
三
十
人
を

を
超
え
な
い
範
囲
で
認
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。

超
え
な
い
範
囲
で
認
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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